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固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
は
、
評

価
額
を
基
に
算
出
し
た
課
税
標
準
額
に
、

税
率
（
固
定
資
産
税
１
・
４
％
、
都
市

計
画
税
０
・
３
％
）
を
乗
じ
て
算
定
し

て
い
ま
す
。

住
宅
用
地
に
対
す
る

課
税
標
準
の
特
例

　

毎
年
１
月
１
日
の
賦
課
期
日
に
お

い
て
、
住
宅
や
ア
パ
ー
ト
な
ど
（
以
下
、

「
住
宅
」）
が
建
つ
土
地
は
、
特
例
措
置

が
適
用
さ
れ
、
税
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

住
宅
を
建
築
中
ま
た
は
、
建
築
予
定

の
土
地
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
が
、
既

存
の
住
宅
に
代
わ
る
住
宅
の
建
設
中
な

ど
、
一
定
の
条
件
を
満
た
す
土
地
に
つ

い
て
は
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

相
談
窓
口
を

利
用
し
て
く
だ
さ
い

　

日
常
生
活
や
お
仕
事
、
子
ど
も
の
事

な
ど
で
、
困
り
事
や
悩
み
、
不
安
を
抱

え
て
い
ま
せ
ん
か
。

　

市
で
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
か
ら

の
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
に
、
母
子
・
父
子

自
立
支
援
員
と
就
業
支
援
専
門
員
が
応

じ
て
い
ま
す
。
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

〇�

養
育
費
や
面
会
交
流
、
財
産
分
与
な

ど
の
離
婚
前
後
の
相
談

〇�

資
格
取
得
や
就
業
に
関
す
る
自
立
の

た
め
の
相
談

〇�

生
活
費
や
子
ど
も
の
進
学
費
の
相
談

住
宅
用
地
と
は

　

住
宅
と
、
そ
の
住
宅
に
付
属
す
る
庭

や
自
家
用
駐
車
場
を
、
段
差
や
仕
切
り

な
ど
が
な
く
、
一
体
と
し
て
利
用
し
て

い
る
敷
地
は
、
庭
や
駐
車
場
も
含
め
て

住
宅
用
地
と
認
定
さ
れ
ま
す
。（
図
）

　

ま
た
、
店
舗
や
事
務
所
と
の
併
用
住

宅
は
、
居
住
部
分
の
割
合
（
全
体
の
床

面
積
の
４
分
の
１
以
上
が
必
須
）
に
よ

り
、
特
例
措
置
の
適
用
面
積
が
変
わ
り

ま
す
。

　

特
例
措
置
の
適
否
に
つ
い
て
は
、
毎

年
５
月
に
送
付
さ
れ
る
納
税
通
知
書
の

７
頁
に
記
載
の
「
用
地
認
定
欄
」
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

場
所　

こ
ど
も
課

日
時　

月
～
金
曜
日
（
祝
日
、
年
末
年

始
除
く
）、
９
時
15
分
～
17
時
30
分

※
窓
口
に
来
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
は
、

Ｅ
メ
ー
ル
（�

�one_step@
city.obi

hiro.hokkaido.jp

）
に
よ
る
相
談
も

可
能
で
す
。

母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援

セ
ン
タ
ー
を
ご
存
じ
で
す
か

　

母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
セ
ン

タ
ー
で
は
、
ひ
と
り
親
な
ど
に
対
し
、

就
業
に
関
す
る
相
談
、
技
能
習
得
、
就

業
情
報
提
供
に
至
る
ま
で
、
一
貫
し
た

就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
ま
す
。

場
所　

グ
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ
（
公
園
東
町

３
、
☎
20
・
７
７
５
１
）

住
宅
用
地
の
種
類

　

住
宅
用
地
は
面
積
に
応
じ
て
、
小
規

模
住
宅
用
地
と
一
般
住
宅
用
地
に
分
け

て
特
例
措
置
が
適
用
さ
れ
ま
す
（
表
１

・
２
）。
た
だ
し
、
住
宅
用
地
の
面
積

の
上
限
は
、
住
宅
の
床
面
積
の
10
倍
ま

で
で
す
。

住
宅
用
地
に
認
定
さ
れ
な
い
事
例

　

住
宅
に
隣
接
し
て
い
て
も
、
塀
や

フ
ェ
ン
ス
な
ど
で
仕
切
ら
れ
、
住
宅
と

直
接
行
き
来
で
き
な
い
土
地
は
住
宅
用

地
と
認
定
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
ほ
か
、

住
宅
と
一
体
と
し
て
利
用
し
て
い
る
敷

地
内
に
事
業
用
の
敷
地
が
存
在
す
る
場

合
や
、
住
宅
を
店
舗
や
事
務
所
へ
変
更

し
た
場
合
な
ど
は
、
住
宅
用
地
に
該
当

し
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

使
い
方
が
変
わ
っ
た
場
合
は
連
絡
を

　

土
地
や
家
屋
の
利
用
状
況
が
変
わ
っ

た
場
合
は
、
資
産
税
課
へ
連
絡
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
現
地
調
査
な
ど
で
住

宅
以
外
に
使
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

家
屋
を
把
握
し
た
場
合
、
所
有
者
に
利

用
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
調
査
へ
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

住
宅
の
敷
地
は
税
金
が

軽
減
さ
れ
ま
す

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
へ

支
援

土
地
の
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

ひ
と
り
で
悩
ま
ず
相
談
し
て
く
だ
さ
い

　
住
宅
や
ア
パ
ー
ト
な
ど
の
敷
地
と
し
て
利
用
し
て
い
る
土
地
は
、
特
例
措
置
が

適
用
と
な
り
、
税
額
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
市
で
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
に
対
す
る
相
談
窓
口
や
自
立
支
援
制
度
を
用
意

し
て
い
ま
す
。

資
産
税
課
（
市
庁
舎
２
階
、
☎
65
・
４
１
２
２
）

問
い
合
わ
せ

こ
ど
も
課
（
市
庁
舎
３
階
、
☎
65
・
４
１
６
０
）

問
い
合
わ
せ

　各種支援制度を利用する際は、
必ず事前にこども課窓口へ相談
が必要です。

① 自立支援教育訓練給付金事業
　適職に就くための教育訓練として、指定講座を受講
した場合、修了後に受講費用の一部を支給します。
対象講座
　医療事務や介護職員初任者研修、介護福祉士実務
者研修など

② 高等職業訓練促進給付金等事業
　経済的自立に効果的な資格を取得するため養成機
関で修業する場合、修業期間の生活負担を軽減する
ために、給付金を支給します。
対象資格
　看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、調理
師、歯科衛生士など（令和３年度に限りデジタル分
野などの民間資格も対象）

③ 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
　高等学校卒業程度認定試験合格のための対象講座
を受講した場合、受講修了時と試験合格時に受講費
用の一部を支給します。
対象者
　ひとり親家庭の親、またはその子ども

④ ひとり親家庭等日常生活支援事業
　一時的に生活や子育ての支援が必要な場合など
に、家庭生活支援員を派遣、または支援員宅で子ど
もをお預かりします。
利用可能な理由
　就職活動や技能習得のための通学、病気、冠婚葬
祭など

図　 敷地面積300平方メートルの１戸建て住
宅の場合

一般住宅用地
100平方メートル

小規模住宅用地
200平方メートル

200平方メートル分は小規模住宅用地となり、残り
100平方メートル分は一般住宅用地となります。

表１　住宅用地に対する課税標準の特例と税率
住宅用地の区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地

住宅１戸当たり
200平方メートルまで

課
税
標
準
額

評価額の
６分の１

評価額の
３分の１

一般住宅用地
住宅１戸当たり200平方
メートルを超える部分

評価額の
３分の１

評価額の
３分の２

税
率 1.4％ 0.3％

（ ）

（ ）

表２　固定資産税・都市計画税相当額の計算例
（上図を例に評価額を360万円と仮定した場合）

評価額 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地分
200平方メートル

＝240万円
課
税
標
準
額

240万円×1/6
＝40万円…A

240万円×1/3
＝80万円…B

一般住宅用地分
100平方メートル

＝120万円

120万円×1/3
＝40万円…C

120万円×2/3
＝80万円…D

合計  360 万円 税
額

（A＋C）×1.4％
＝1万1200円

（B＋D）×0.3％
＝4800円

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
人
に
加
え
、
離

婚
を
検
討
し
て
い
る
人
や
未
婚
で
ひ

と
り
親
に
な
る
人
の
困
り
事
・
悩

み
・
不
安
を
解
消
す
る
糸
口
に
な
る

よ
う
「
ワ
ン
ス
テ
ッ
プ
サ
ポ
ー
ト
ブ

ッ
ク
」
を
配
布
し
て
い
ま
す
。

　
希
望
す
る
人
は
、
こ
ど
も
課
窓
口

へ
お
越
し
い
た
だ
く
か
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く

だ
さ
い
。

「
ワ
ン
ス
テ
ッ
プ

サ
ポ
ー
ト
ブ
ッ
ク
」
を

配
布
し
て
い
ま
す
。

検 索ワンステップサポートブック

離婚前後に役立つ情報を
掲載しています。
・離婚調停や公正証書
・児童扶養手当
・ひとり親家庭等医療費助成
・資格取得支援などの支援制度
・各種相談窓口　など

　　　　ひとり親家庭などへの
　　　　各種支援制度


